
農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書 

平成２４年 ２月 １日  

（あて先）千葉市農業委員会会長 

 

届出者 千葉 一郎 他３名 

 

 

次のとおり農地を転用したいので、農地法第４条第１項第７号の規定により届け出ます。 

１ 届出者の氏名（名称及び代表者の氏名）、住所（主たる事務所の所在地）及び職業（業務の内容） 

氏名（名称及び代表者の氏名） 住所（主たる事務所の所在地） 職業（業務の内容） 
＜フリガナ＞  

  別表１のとおり 

２ 土地の所在、地番、地目及び面積並びに所有者及び耕作者の氏名･住所 

土 地 の 所 在 地 番 
地 目 

面 積（㎡） 
所有者の氏名･住所 

登記簿 現況 耕作者の氏名･住所 

千葉市 若葉区 若葉町９丁目 ９９９番８ 畑 畑 ２００ 
届出者と同じ 

届出者と同じ 

以下余白     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

計 ２００ ㎡ （田 ０ ㎡・ 畑 ２００ ㎡） 

３ 転用計画 

転 用 の 目 的 工 事 着 工 時 期 工 事 完 了 時 期 

宅地 受理通知後１週間後 着工３か月後 

建築物の名称及び構造 棟  数 延 床 面 積 取水及び排水施設 

一般個人住宅 木造 2 階建て １ ９９．４６ 水道・下水道 
 
４ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 

フェンスブロックを設置し、被害が出ないようにします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

届出書持参者氏名 稲毛 三郎 電話番号 ０４３－２４５－５７６７ 

届出者の数が多い場合 

千葉 

１人目の印 

継続用紙（別表）を利用してください。 
（継続用紙は、届出書裏面印刷、別紙印刷いずれも可。ただし、
別紙の場合は、届出書にホッチキス等で留め、届出書・継続用
紙と同じ届出者全員の印鑑で割印を押してください。） 
 
欄の行数を増やす等により、本表内に収めても構いません。 
 



【別表１】 

当事者の別 氏名（名称及び代表者の氏名） 住所（主たる事務所の所在地） 職業（業務の内容） 

 
届出者 

＜フリガナ＞ チバ イチロウ  
千葉市若葉区若葉町９丁目 
８９９番地１ 会社員 千葉 一郎 ○印  

届出者 

＜フリガナ＞ チバ ジロウ  
千葉市若葉区若葉町９丁目 
８９９番地１ 会社員 千葉 次郎 

 

届出者 

＜フリガナ＞ チバ サブロウ  
千葉市若葉区若葉町９丁目 
８９９番地１ 会社員 千葉 三郎  

 
届出者 

＜フリガナ＞ チバ シロウ  
千葉市若葉区若葉町９丁目 
８９９番地１ 会社員 千葉 四郎  

以下余白 
＜フリガナ＞    

   
○印  

 

＜フリガナ＞    

   ○印  

 

【別表２】 

土 地 の 所 在 地 番 
地 目 面 積 

（㎡） 

所有者の氏名･住所 

登記簿 現況 耕作者の氏名･住所 

以下余白     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

計  ㎡ （田  ㎡・ 畑  ㎡） 

 
 
（注）継続用紙は、届出者や土地所有者が複数いる場合、筆数が多く記載しきれない場合など、必要に応じて利用

してください。（届出書裏面印刷、別紙印刷いずれも可。ただし、別紙の場合は、届出書にホッチキス等で留め、
届出書と同じ印鑑で割印を押してください。） 

 

（継続用紙） 

 

 「届出者」と記入 

千葉 

千葉 

千葉 

２人目以降の印 


